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「ADRA」は、富士フイルムが 2016 年 10 月から 2017 年 4 月に実施したバリデーション試験※4 においてその効

果が実証されるとともに、国際的な早期普及が動物実験の「3R の原則」の推進に繋がると世界各国の専門家に

認められ、約 3 年という短期間で OECD ガイドラインに収載されました。今後、世界標準の試験方法として国際的

に普及することにより、実験動物を使用しない新規化学物質の開発に大きく貢献できます。 

動物実験代替法の分野で国際的に権威のある日本動物実験代替法評価センター 小島肇事務局長は、「こ

の度、OECD テストガイドラインに収載された皮膚感作性試験代替法『ADRA』は、化粧品や化学品の動物を用い

ない安全性評価に多大なる影響を与えるものであり、本試験法が国際的に広く利用されることを期待しています」

とコメントしています。 

 

富士フイルムは、これまでにも製品の開発初期から製品化に至る各段階で、地球環境やヒトの健康にかかわ

る化学物質の安全性評価技術や管理手法の構築に取り組んできました。これらの技術・知見と、総合試薬メーカ

ーである富士フイルム和光純薬が持つ高い技術力を組み合わせて「ADRA キット※5」を開発し、昨年 9 月より富士

フイルム和光純薬を通じて国内外で販売しています。今後も引き続き、化学物質の安全性担保と、動物実験の

「3R の原則」の推進を両立させるために、新たな評価技術などの開発や普及に積極的に取り組み、実験動物を

使用しない化学物質の安全性評価の仕組み作りを進めていきます。 

なお、「ADRA キット」は、6 月 26 日から 28 日まで開催される第 46 回 日本毒性学会学術年会にて展示いたし

ます。 

 
※1 OECD が化学物質の特性や安全性を評価する試験方法を国際的に共通化することを目的としたガイドライン 

※2 「できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること」（Replacement）、「できる限りその利用に供される動物の数を少なく

すること」（Reduction）、「できる限り動物に苦痛を与えないこと」（Refinement）。 

※3 ペプチドと化学物質を反応させた後、結合せずに残ったペプチドを HPLC（高速液体クロマトグラフ）で測定することで、皮膚感作性を

評価する方法。 

※4 新たな試験法が、特定の目的に対して信頼性と関連性を持つことを検証すること。 

※5 ADRA キット（296-80901）：試薬の他に、水溶液の性質（pH）を「ADRA」に適した値に調整する緩衝液などを同梱した、「ADRA」を簡便

に実施できる試験キット 

 

 
本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。 

＜報道関係＞ コーポレートコミュニケーション部                        TEL：03-6271-2000 

＜お客さま＞  CSR 推進部 環境・品質マネジメント部 安全性評価センター   TEL：0465-73-7440 


